
理

由

最
近
に
お
け
る
水
産
加
工
品
の
原
材
料
の
供
給
事
情
及
び
水
産
加
工
品
の
貿
易
事
情
の
変
化
に
鑑
み
、
平
成
二
十
九
年
度
末

ま
で
の
間
、
引
き
続
き
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
水
産
加
工
施
設
の
改
良
等
に
必
要
な
資

金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


